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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等 

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、１株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりませ

ん。 

３．第10期中及び第10期の１株当たり中間（当期）純損失は、平成16年５月20日付で１株を５株とする株式分割が行なわれて

いるため、当該分割が期首に行なわれたものとして計算しております。 

４．第11期の１株当たり当期純損失は、平成17年11月18日付で１株を２株とする株式分割が行なわれているため、当該分割が

期首に行なわれたものとして計算しております。 

５．当社は第11期中より信託業務を行っているため、売上高のうち信託報酬の金額、信託財産額について記載しております。 

６．純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。 

 

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高 (千円) 256,603 372,779 547,608 1,240,676 1,526,481 

 うち信託報酬 (千円) － － 310,853 － 223,691 

経常損失 (千円) 528,551 456,322 284,100 539,705 716,057 

中間(当期)純損失 (千円) 433,189 456,586 996,665 568,718 677,050 

純資産額 (千円) 786,133 1,934,836 2,729,576 720,820 3,317,397 

総資産額 (千円) 4,058,618 3,402,574 3,719,788 4,068,555 5,681,873 

１株当たり純資産額 (円) 10,676.82 20,710.94 11,154.21 9,366.37 15,947.26 

１株当たり中間(当期)

純損失 
(円) 5,918.37 5,135.10 4,791.13 8,581.88 3,652.00 

潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益 
(円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 19.4 56.9 62.4 17.7 58.4 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) △166,309 △424,081 26,626 △410,969 △382,951 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) △175,623 △158,959 268,949 △852,742 △2,471,589 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) 2,242,460 △131,505 △632,475 2,299,743 1,946,826 

現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高 
(千円) 2,027,546 448,506 619,068 1,163,049 955,968 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(人) 

23 

(11) 

30 

( 8) 

28 

( 11 ) 

29 

( 8) 

    28 

( 10 ) 

信託財産額 

  

(千円) 

  

－ 5,131,250 17,964,072 － 8,745,865 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、各期において１株当たり中間（当期）純損失であるため記

載しておりません。 

３．中間連結財務諸表を作成しているため、「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純損失」については、記

載を省略しております。 

４．当社は第11期中より信託業務を行っているため、売上高のうち信託報酬の金額、信託財産額について記載しておりま

す。 

５．純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を

適用しております。 

 

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 

９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 

９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高 (千円) 256,603 353,870 560,981 1,213,144 1,498,265 

うち信託報酬 (千円) － － 310,853 － 223,691 

経常損失 (千円) 513,834 438,918 256,857 498,244 652,321 

中間(当期)純損失 (千円) 419,366 439,393 1,007,562 529,261 653,271 

資本金 (千円) 598,598 1,471,692 2,272,911 635,691 2,272,911 

発行済株式総数 (株) 73,630 93,429.77 208,041.28 76,958.34 208,041.28 

純資産額 (千円) 795,712 1,990,748 2,391,934 759,540 3,379,895 

総資産額 (千円) 4,066,932 3,456,532 3,599,968 4,106,240 5,329,769 

１株当たり配当額 (円) － － － － － 

自己資本比率 (％) 19.6 57.6 65.9 18.5 63.4 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(人) 

22 

（ 10）

29 

（  8）

27 

（  11）

28 

(  8) 

26 

(  10) 

信託財産額 (千円) － 5,131,250 17,964,072 － 8,745,865 



２【事業の内容】 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は当社（ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社）、連結子会社５社、持分

法適用非連結子会社４社及び持分法適用関連会社１社により構成されております。当社はデジタルコンテンツ業界において、信

託事業をはじめ、コンテンツ関連の投資及びビジネスコーディネーション業務を通じて、知的財産権に関する資金調達から管

理、運用までのトータルなアレンジメントを行っております。 

 当中間連結会計期間における、各部門に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。 

＜信託事業＞ 

 主な事業内容及び主な関係会社の異動はありません。 

＜兼業事業＞ 

 平成18年４月に、ネットワーク関連事業への出資を行ったため、日本デジタルリンク匿名組合事業を新たに連結子会社に加え

ました。 

＜その他の事業＞ 

 主な事業内容及び主な関係会社の異動はありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の匿名組合事業に対する出資を行ったことにより、新たに提出会社の連結子会社になりまし

た。 

  

  

 

名称 住所 
資本金 

(百万円) 
主要な事業の内容 

議決権の

所有又は

被所有割

合（％） 

関係内容 

（連結子会社） 

日本デジタルリンク匿名

組合事業 

東京都中央区 
出資総額 

45 

技術者向けソーシャル・

ネットワーキング・サー

ビス（ＳＮＳ）の運営 

100.0 匿名組合員 



４【従業員の状況】 

（注）１．従業員数は就業人員(使用人兼務取締役を含む)であり、契約社員、派遣社員及びアルバイトは、当中間連結会計期間の

平均雇用者数を( )外数で記載しております。 

２．全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

３．当中間連結会計期間よりセグメントについて、「信託事業」を主事業と位置付けるとともに、「デジタルコンテンツ・

アレンジメント事業」を「兼業事業」に呼称変更いたしました。 

  

（注）従業員数は就業人員であり、契約社員、派遣社員及びアルバイトは、当中間会計期間の平均雇用者数を（ ）外数で記載し

ております。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには労働組合はありませんが、労使関係は良好に推移しております。 

  

(1) 連結会社の状況 平成18年９月30日現在 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

信託事業 10（ 2 ）

  
兼業事業 
  

       11（ 6 ）

  
その他の事業 

  
       1（ －）

全社（共通） 6（ 3 ）

  
合計 
  

       28（ 11 ）

(2) 提出会社の状況   

従業員数(人) 27( 11 )



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を受け、民間設備投資が拡大基調を継続したことに加え、雇用情勢

や個人消費も堅調に推移し、景気は緩やかな回復を続けています。しかしながら、長期金利上昇や増税への観測が強まるなど、一

部懸念材料も指摘されております。 

一方、デジタルコンテンツ業界におきましては、ブロードバンド配信の本格化、地上波デジタル放送の開始、大画面テレビや第

三世代携帯電話、携帯音楽プレーヤーの普及などにより、年々市場を拡大しております。多メディア化に対応した、より付加価値

を高めたデジタルコンテンツへのニーズが高まる一方で、良質なコンテンツの供給は追いついておらず、コンテンツ制作会社への

資金供給環境を早急に整備することが求められています。 

このような状況の下、当社グループは、良質なコンテンツ制作会社への支援と新しいチャネルの開拓に取り組んでまいりました

が、昨年６月より開始した信託事業を中核の事業として位置付け、従来から行ってきた兼業事業（デジタルコンテンツ・アレンジ

メント事業）とあわせて、積極的な事業展開を図っております。 

信託事業におきましては、「シネマ信託～シネカノンファンド第１号～」が約46億円の資金を集めて４月より運用を開始したほ

か、「シネマ信託～製作者ファンド第１号～」も８月に運用を開始するなど、受託財産額は着実に積みあがってきております。引

き続き映画、アニメ、ゲーム等の著作権を運用対象とする信託商品をはじめ、その他の分野も含めた新商品を開発していくととも

に、大型案件の組成にも積極的に取り組んでおります。その結果、売上高は310百万円、営業利益は197百万円となりました（前年

同期において信託事業の実績はありません）。 

兼業事業におきましては、コンテンツアグリゲーション業務のニーズが順調に伸びており、当社の強みであるコンテンツホル

ダーとの人脈や著作権管理のノウハウが活かせる業務として、取組みを強化しております。ただし、全体としては信託事業に主業

務を移行したことにより、売上規模は縮小しております。その結果、売上高は234百万円（前年同期比33.7％減）、営業損失は381

百万円となりました。 

その他の事業であるハードウエアセールス事業（デジタルＡＶ家電企画業務）におきましては、業務が本格的に立ち上がるまで

には至っておりません。その結果、売上高は２百万円（前年同期比88.5％減）、営業損失は７百万円となりました。今後は、事業

の抜本的な立て直しを図ってまいります。 

 （注）なお、営業損失の前年同期比率については、前中間連結会計期間において事業の種類別セグメント情報を開示していない

ため、表示しておりません。 

当中間連結会計期間の売上高につきましては、信託事業が順調に拡大したことにより547百万円（前年同期比46.9％増）と、前年

同期に比べて増加しましたが、主としてその他の事業を行う連結子会社の株式会社バズスタイルの売上が予想を下回ったため、当

初予想数字には届きませんでした。売上原価は出資損失負担金の計上などにより397百万円（前年同期比29.2％減）となり、信託事

業の推進等に伴い販管費が415百万円（前年同期比22.9％増）となったことなどにより、営業損失265百万円（前年同期比49.7％

減）、経常損失284百万円（前年同期比37.7％減）となりました。また、特別損失722百万円を計上したことにより、中間純損失は

996百万円（前年同期比118.3％増）となりました。 

  

 (2)キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間におけるにおける現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高955百万円と比べ、借入金の

返済による支出等により336百万円減少し、当中間連結会計期間末には619百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、獲得した資金は26百万円（前年同期は424百万円の使用）となっております。これは主に、税金等調整前中間

純損失が1,006百万円あり、仕入債務が256百万円減少した一方で、非資金項目である減損損失461百万円及び投資有価証券評価損

183百万円、売上債権の回収による増加332百万円、営業投資有価証券の減少208百万円等があったためであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、獲得した資金は268百万円（前年同期は158百万円の使用）となっております。これは主に、貸付による支出

338百万円があった一方で、貸付の回収による収入629百万円等があったためであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は632百万円（前年同期比381.0％増）となっております。これは主に、短期借入金の返済によ

る支出610百万円を反映したものであります。 



  

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績及び受注状況 

当社グループは、著作権をはじめとする知的財産権の信託業務及びそれに関連するアレンジメント業務を主たる事業としてお

ります。そのため、業務の内容は広範囲かつ多種多様であり、その容量、構造、形式等は必ずしも一様ではなく、また受注生産

形態をとらない取引も多く、生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で記載しておりません。 

  

(2）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．当中間連結会計期間よりセグメントについて、「信託事業」を主事業と位置付けるとともに、「デジタルコンテンツ・

アレンジメント事業」を「兼業事業」に呼称変更いたしました。 

２．前中間連結会計期間においては、事業の種類別セグメント情報を開示していないため、前年同期比については、前中間

連結会計期間分を当中間連結会計期間の区分により算定しております。 

３．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりです。 

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行なわれておりません。 

  

５【研究開発活動】 

該当する事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

信託事業（千円） 310,853 － 

兼業事業（千円） 234,583 66.3 

その他の事業（千円） 2,172 11.5 

合計（千円） 547,608 146.9 

  相手先 

前中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

  eGames Global Sdn. Bhd. － － 180,000 32.9 

  有限会社シネカノン － － 74,575 13.6 

  株式会社エムエーエス 60,000 16.1 40,000 7.3 



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

当中間連結会計期間において、本社のソフトウェアについては減損損失119,482千円を計上しております。 

(2）国内子会社 

当中間連結会計期間において、ユビキャスト匿名組合事業のソフトウェアについては減損損失341,666千円を計上したため、主

要な設備に該当しなくなりました。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。ま

た、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

  



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在の発行数」欄には平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数

は含まれておりません。 

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 488,000 

計 488,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数

（株） 
（平成18年9月30日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成18年12月22日） 

上場証券取引所名
又は登録証券業協
会名 

内容 

普通株式 208,041.28 208,041.28
東京証券取引所
（マザーズ） 

－ 

計 208,041.28 208,041.28 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成14年６月20日株主総会特別決議 

（注）新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日（終値のない日を除く。）における東京証券取引

所における当社株式普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、これにより生じた１

円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値（終値がない場合はその前日の終値）を下回る場合

は、当該終値とする。 

なお、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価格を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数はこれを切り上げる。 

  

 

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 480 480 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 480 480 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注） 20,958 20,958 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年６月21日
至 平成24年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   20,958
資本組入額  10,479 

発行価格   20,958 
資本組入額  10,479 

新株予約権の行使の条件 

相続、退職後の権利行使の

可否、権利喪失事由その他

権利行使の条件は、本総会

決議及び取締役会決議に基

づき、当社と対象従業員と

の間で締結する新株予約権

付与契約に定めるところに

よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するとき
は取締役会の承認を要す
る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

          
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金 

  
調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 

分割・新規発行前の株価 

  既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



   ② 平成15年６月19日株主総会特別決議 

（注）新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日（終値のない日を除く。）における東京証券取引

所における当社株式普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、これにより生じた１

円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値（終値がない場合はその前日の終値）を下回る場合

は、当該終値とする。 

なお、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価格を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数はこれを切り上げる。 

  

 

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,090 1,090 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,090 1,090 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注） 14,560 14,560 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年６月20日
至 平成25年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   14,560
資本組入額   7,280 

発行価格   14,560 
資本組入額   7,280 

新株予約権の行使の条件 

相続、退職後の権利行使の

可否、権利喪失事由その他

権利行使の条件は、本総会

決議及び取締役会決議に基

づき、当社と対象従業員と

の間で締結する新株予約権

付与契約に定めるところに

よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するとき
は取締役会の承認を要す
る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

          
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金 

  
調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 

分割・新規発行前の株価 

  既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



③ 平成16年６月17日株主総会特別決議 

（注）新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日（終値のない日を除く。）における東京証券取引

所における当社株式普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、これにより生じた１

円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値（終値がない場合はその前日の終値）を下回る場合

は、当該終値とする。 

なお、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価格を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数はこれを切り上げる。 

  

 

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,530 1,530 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,530 1,530 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注） 60,500 60,500 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年６月18日
至 平成26年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   60,500
資本組入額  30,250 

発行価格   60,500 
資本組入額  30,250 

新株予約権の行使の条件 

相続、退職後の権利行使の

可否、権利喪失事由その他

権利行使の条件は、本総会

決議及び取締役会決議に基

づき、当社と対象従業員と

の間で締結する新株予約権

付与契約に定めるところに

よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するとき
は取締役会の承認を要す
る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

          
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金 

  
調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 

分割・新規発行前の株価 

  既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



④ 平成17年６月23日株主総会特別決議 

（注）新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日（終値のない日を除く。）における東京証券取引

所における当社株式普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、これにより生じた１

円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値（終値がない場合はその前日の終値）を下回る場合

は、当該終値とする。 

なお、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価格を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数はこれを切り上げる。 

  

 

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,470 1,410 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,470 1,410 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注） 158,393 158,393 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年６月24日
至 平成27年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  158,393
資本組入額  79,197 

発行価格   158,393 
資本組入額  79,197 

新株予約権の行使の条件 

相続、退職後の権利行使の

可否、権利喪失事由その他

権利行使の条件は、本総会

決議及び取締役会決議に基

づき、当社と対象従業員と

の間で締結する新株予約権

付与契約に定めるところに

よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するとき
は取締役会の承認を要す
る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

          
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金 

  
調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 

分割・新規発行前の株価 

  既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



⑤ 平成17年11月25日取締役会の決議 

（注）１．①新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額 

(1）行使価額に割当株式数を乗じた額とする。 

(2）１株あたりの当初払込金額を121,800円とする。 

②行使価額の修正 

行使決定日直前の、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引における５連続取引日終値の平均値の90％に相当

する金額とする。なお、下限の行使価格は当初行使価額の50％の60,900円とする。 

２．本新株予約権の行使により機動的に資金調達を行うことを目的として、本新株予約権の割当先である日興シティグループ

証券株式会社とコミットメントライン契約を締結している。 

①予約権の行使 

(1）当社は予約権の行使の指示を日興シティグループ証券株式会社に対して行なう。 

(2）日興シティグループ証券株式会社は20取引日目の日までに権利行使をおこなう。 

(3）日興シティグループ証券株式会社は当社の指示がない限り、権利行使は行なわない。但し、日興シティグループ証

券株式会社より権利行使の希望があり、当社がそれを受諾した場合に限り行使できるものとする。但し、当社が承

諾した日から起算して６営業日までに行使するものとする。 

②１回に行使できる予約権の数・行使される金額 

20個、金額500百万円までとする。 

③行使の制限 

(1）行使金額の制限 

新株予約権の行使価額が当初の行使価額である121,800円の60％である73,080円を下回った場合には、当社は行使の

指示を行なうことができない。 

(2）期間の制限 

権利行使を通知した翌日から、20取引日目または、その行使指示によって新株予約権がすべて行使された日のいず

れか早い方の日までは当社は、次の権利行使の指示を行なうことができない。 

(3）重要事実等の発生 

業務等に関して、重要事実（インサイダー情報）がある場合や当社及び関係会社の財政状態や経営成績に重大な悪

影響を及ぼす事態が発生した場合、権利行使ができない。 

④権利行使最後の１ヶ月間の取扱い 

(1）当社は、平成19年５月10日以降、権利行使は出来ない。 

(2）日興シティグループ証券株式会社は、平成19年５月11日から平成19年６月13日までの間、今までの新株予約権の権

利行使が32個（金額800百万円）に達していない場合、32個に達するまで自由に権利行使できる。 

  

  

  
中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 100 100 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

25,000,000円を行使価額で
除した数とし、１株未満の
端数が生じたときはこれを
切り上げる。 

同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注１） （注１） 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年12月14日
至 平成19年６月13日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  125,000
資本組入額  62,500 

発行価格   125,000 
資本組入額  62,500 

新株予約権の行使の条件（注２） － － 

新株予約権の譲渡に関する事項 － － 

代用払込みに関する事項 － － 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(4）【大株主の状況】 

（注）上記野村信託銀行株式会社（投信口）の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式数であります。 

 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年4月1日～ 
平成18年9月30日 

－ 208,041.28 － 2,272,911 － 2,184,511

   平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町一番地 16,000 7.69 

日本ビクター株式会社 
神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番
地 

10,000 4.80 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲三丁目３番３号 8,000 3.84 

土井 宏文 東京都文京区 8,000 3.84 

東京中小企業投資育成株式会社 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２２号 6,100 2.93 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番１０号 5,356 2.57 

斉藤 純雄 東京都江東区 2,100 1.00 

メロンバンクトリーティークライア
ンツオムニバス（常任代理人 香港
上海銀行東京支店） 

ONE BOSTON PLACE, MA02108
 （東京都中央区日本橋三丁目１１番１号） 

820 0.39 

野村信託銀行株式会社（投信口） 
執行役社長 園部 真 

東京都千代田区大手町二丁目２番２号 782 0.37 

宮崎 達也 千葉県千葉市若葉区 734 0.35 

計 － 57,892 27.82 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が12株（議決権12個）が含まれておりま

す。 

  

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  18 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式208,023 208,023 － 

端株 普通株式 0.28 － － 

発行済株式総数   208,041.28 － － 

総株主の議決権 － 208,023 － 

    平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式
数の合計 
（株） 

発行済株式数に
対する所有株式
数の割合（％）

ジャパン・デジタル・コンテ
ンツ信託株式会社 

東京都港区虎ノ門四丁
目３番10号 

18 － 18 0.01 

計 － 18 － 18 0.01 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 92,700 74,000 45,850 39,800 44,300 40,850 

最低（円） 66,000 38,250 32,350 21,350 27,600 29,000 



第５【経理の状況】 
  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1)  当社の中間連結財務諸表は「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下

「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

(2） 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中

間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中

間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表について、あずさ

監査法人による中間監査を受けております。 

  

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金 ※２  448,506 739,068  1,075,968 

２．受取手形及び売掛
金 

   134,127 480,847  850,180 

３．信託未収収益    － 12,844  － 

４．営業投資有価証券    1,065,127 404,680  613,181 

５．たな卸資産    280,229 125,667  236,895 

６．短期貸付金    － 1,385,220  1,672,920 

７．その他    152,321 133,830  105,647 

貸倒引当金    △1,890 △5,262  △4,069 

流動資産合計    2,078,421 61.1 3,276,896 88.1  4,550,724 80.1

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※１ 
 

1,762 6,720
 

3,372 

２．無形固定資産     

(1)ソフトウェア   172,490  48,331 537,781  

(2)その他   1,630 174,120 1,758 50,089 1,833 539,615 

３．投資その他の資産       

(1)投資有価証券   950,248  172,903 369,361  

(2)出資金   92,295  97,100 94,807  

(3)その他   107,311  115,707 119,718  

貸倒引当金   △9,243 1,140,610 △8,742 376,969 △9,243 574,643 

固定資産合計    1,316,494 38.7 433,779 11.7  1,117,631 19.7

Ⅲ 繰延資産    7,658 0.2 9,112 0.2  13,517 0.2

資産合計    3,402,574 100.0 3,719,788 100.0  5,681,873 100.0

        



  
 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形及び買掛
金 

   89,524 48,119  312,482 

２．短期借入金 ※３  812,500 540,000  1,150,000 

３．1年以内返済予定
の長期借入金 

   33,200 －  25,300 

４．未払法人税等    3,550 5,245  9,248 

５．組合出資預り金    90,670 39,600  51,647 

６．その他    29,592 54,421  96,323 

流動負債合計    1,059,037 31.1 687,386 18.5  1,645,002 29.0

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金    308,700 302,825  300,000 

２．社債    100,000 －  － 

３．新株予約権    － －  20,000 

固定負債合計    408,700 12.0 302,825 8.1  320,000 5.6

負債合計    1,467,737 43.1 990,211 26.6  1,965,002 34.6



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（少数株主持分）            

少数株主持分    － －  － －  399,473 7.0

             

（資本の部）            

Ⅰ 資本金    1,471,692 43.3  － －  2,272,911 40.0 

Ⅱ 資本剰余金    1,383,292 40.6  － －  2,184,511 38.4 

Ⅲ 利益剰余金    △917,189 △26.9  － －  △1,137,653 △20.0 

Ⅳ その他有価証券評

価差額金 
   △1,016 △0.0  － －  △333 △0.0 

Ⅴ 自己株式    △1,943 △0.1  － －  △2,038 △0.0 

資本合計    1,934,836 56.9  － －  3,317,397 58.4 

負債、少数株主持

分及び資本合計 
   3,402,574 100.0  － －  5,681,873 100.0 

             

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本            

 １．資本金    － －  2,272,911 61.1  － － 

２．資本剰余金    － －  2,184,511 58.7  － － 

３．利益剰余金    － －  △2,134,319
△

57.4 
 － － 

 ４．自己株式    － －  △2,038 △0.0  － － 

  株主資本合計    － －  2,321,064 62.4  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等            

 １．その他有価証券評

価差額金 
   － －  △732 △0.0  － － 

  評価・換算差額等合

計 
   － －  △732 △0.0  － － 

Ⅲ 新株予約権    － －  20,000 0.5  － － 

Ⅳ 少数株主持分    － －  389,244 10.5  － － 

純資産合計    － －  2,729,576 73.4  － － 

負債純資産合計    － －  3,719,788 100.0  － － 

             



②【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    372,779 100.0 547,608 100.0  1,526,481 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  562,324 150.8 397,849 72.7  1,484,650 97.3

売上総利益又は総
損失（損失は△） 

   △189,544 △50.8 149,759 27.3  41,830 2.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※２  338,018 90.7 415,299 75.8  657,399 43.0

営業損失    527,563 △141.5 265,539 △48.5  615,568 △40.3

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   1,706  2,700 4,889  

２．匿名組合損益分配
額 

  90,312  3,928 －  

３．買取債権回収益   －  1,108 1,987  

４．その他   370 92,388 24.8 661 8,399 1.5 1,239 8,115 0.5

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   12,140  13,882 27,770  

２．持分法投資損失   5,402  7,710 4,365  

３．新株発行費償却   1,503  2,353 7,713  

４．社債発行費償却   2,051  2,051 4,103  

５．匿名組合損益分配
額 

  －  － 32,855  

６．投資有価証券評価
損 

  －  － 5,956  

７．その他   50 21,147 5.7 961 26,959 4.9 25,840 108,604 7.1

経常損失    456,322 △122.4 284,100 △51.9  716,057 △46.9

Ⅵ 特別利益       

1．持分変動利益   － － － － － － 12,274 12,274 0.8

Ⅶ 特別損失       

１．投資有価証券評価
損 

  －  183,772 －  

２．たな卸資産評価損   －  77,308 －  

３．減損損失 ※３ － － － 461,149 722,229 131.9 － － －

税金等調整前中間
（当期）純損失 

   456,322 △122.4 1,006,330 △183.8  703,782 △46.1

法人税、住民税及
び事業税 

  565  565 1,130  

法人税等調整額   － 565 0.2 － 565 0.1 － 1,130 0.1

少数株主損失    300 0.1 10,229 1.9  27,862 1.8

中間（当期）純損
失 

   456,586 △122.5 996,665 △182.0  677,050 △44.4

        



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   547,291  547,291

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１．ストックオプション行使による
新株の発行 

 6,001  6,365  

２. 転換社債型新株予約権付社債の
権利行使による新株の発行 

  830,000  880,000  

３．新株予約権行使による新株発行   － 836,001 750,854 1,637,219 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残高   1,383,292  2,184,511

     

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高     △460,603 △460,603

Ⅱ 利益剰余金減少高    

１．中間(当期)純損失   456,586 456,586 677,050 677,050

Ⅲ 利益剰余金中間期末（期末）残高   △917,189  △1,137,653

     



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

  

  

  株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 △1,137,653 △2,038 3,317,730 

中間連結会計期間中の変動

額 
     

中間純利益 － － △996,665 － △996,665 

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額） 

     

中間連結会計期間中の変動

額合計（千円） 
－ － △996,665 － △996,665 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 △2,134,319 △2,038 2,321,064 

  評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
△333 △333 20,000 399,473 3,736,871 

中間連結会計期間中の変動

額 
     

中間純利益 － － － － △996,665 

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額） 

△399 △399 － △10,229 △10,628 

中間連結会計期間中の変動

額合計（千円） 
△399 △399 － △10,229 △1,007,294 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
△732 △732 20,000 389,244 2,729,576 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純損失 

  △456,322 △1,006,330 △703,782 

減価償却費   26,876 83,242 162,274 

持分法投資損失   5,402 7,710 4,365 

貸倒引当金の増加額   1,890 692 4,069 

受取利息   △1,706 △2,700 △4,889 

支払利息   12,140 13,882 27,770 

繰延資産償却   3,554 4,405 － 

組合損益分配額   － △3,928 35,640 

投資有価証券評価損   － 183,772 5,956 

持分変動利益   － － △12,274 

減損損失   － 461,149 － 

売上債権の増減額 
（増加は△） 

  206,287 332,092 △509,765 

信託未収収益の増加
額 

  － △12,844 － 

たな卸資産の減少額   54,711 111,227 150,546 

営業投資有価証券の
増減額（増加は△） 

  △191,459 208,501 189,441 

長期前払費用の減少
額 

  3,458 858 － 

仕入債務の増減額
（減少は△） 

  △46,290 △256,363 176,668 

組合出資預り金の減
少額 

  △27,707 △12,046 △66,730 

その他（減少は△）   △1,834 △75,147 180,759 

小計   △411,000 38,171 △359,949 

利息及び配当金の受
取額 

  578 1,408 5,032 

利息の支払額   △13,659 △12,388 △27,439 

法人税等の支払額   － △565 △595 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △424,081 26,626 △382,951 



  

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

定期預金の預入によ
る支出 

  － － △120,000 

有形固定資産の取得
による支出 

  △1,355 △5,072 △3,527 

無形固定資産の取得
による支出 

  △270 △23,900 △500,601 

出資金による支出   △20,000 △8,108 － 

出資金回収による収
入 

  2,670 5,814 － 

貸付による支出   △59,500 △338,500 △1,746,987 

貸付金回収による収
入 

  22,140 629,100 72,140 

投資有価証券の取得
による支出 

  △145,950 △71,000 △226,950 

投資有価証券の分配
による収入 

  68,306 79,504 79,023 

保証金の差入による
支出 

  △25,000 － △25,000 

その他   － 1,109 312 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △158,959 268,949 △2,471,589 



  
  

  次へ 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入れによる純
増減額 

  △125,000 △610,000 212,500 

長期借入れによる収
入 

  － 3,000 － 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △16,600 △25,475 △33,200 

株式の発行による収
入 

  12,002 － 1,514,439 

少数株主からの払込
による収入 

  － － 275,000 

自己株式取得による
支出 

  △1,907 －
  
  
－ 

△2,002   
  
  

△19,911 その他   －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △131,505 △632,475 1,946,826 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（減少は△） 

  △714,543 △336,899 △907,715 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  1,163,049 955,968 1,163,049 

Ⅶ 新規連結による現金及
び現金同等物増加額 

  － － 700,633 

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※１ 448,506 619,068 955,968 

    



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

───── 
当社グループは、前々連結会計年

度529,881千円、前連結会計年度

615,568千円、当中間連結会計期間

265,539千円と大幅な営業損失を計

上しております。当該状況により、

継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社グループは、当該状況を解消

すべく、前連結会計年度より開始し

た信託業務を事業の中核として積極

的に推進しており、今後は、信託業

務及び関連事業による収益拡大によ

り、利益計上体質への改善を図って

いく計画であります。 

 中間連結財務諸表は継続企業を前

提として作成しており、このような

疑義の影響を中間連結財務諸表には

反映しておりません。 

当社グループは、前連結会計年度

529,881千円、当連結会計年度

615,568千円と大幅な営業損失を計

上し、また、前連結会計年度

410,969千円、当連結会計年度

382,951千円と大幅な営業キャッシ

ュ・フローのマイナスとなっており

ます。当該状況により、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在して

います。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社グループは、当該状況を解消

すべく、当連結会計年度より開始し

た信託業務を事業の中核として、信

託スキームを活用した新たな金融商

品を開発し、信託スキームのメリッ

トをアピールすることで受託財産額

の積み上げを図り、信託業務及び関

連事業による収益拡大により、利益

計上体質への改善を目指す計画であ

ります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提と

して作成しており、このような疑義

の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

子会社は全て連結してお

ります。 

(1) 連結子会社の数 １社 

(2) 連結子会社の名称 

株式会社バズスタイル 

(3) 投資事業組合等の連結

の範囲に関する取扱い 

 投資事業組合等に対する

出資のうち、当社の出資持

分が過半数を超える投資事

業組合が１３ファンドあり

ますが、投資事業組合等の

資産、負債及び収益、費用

は出資持分に応じて各出資

者に帰属する為、投資事業

組合等は子会社として取扱

っておりません。 

(1)連結子会社の数 ５社 

主要な連結子会社の名称 

・株式会社バズスタイル 

・投資事業有限責任組合第

２東京マルチメディアフ

ァンド 

・ＴＭＦ３投資事業有限責

任組合中小企業コンテン

ツ制作支援ファンド 

・ユビキャスト匿名組合事

業 

・日本デジタルリンク匿名

組合事業 

 日本デジタルリンク匿名

組合事業は、当中間連結会

計期間において匿名組合出

資を行い、実質的に支配し

ている組合等と判断される

ため、当中間連結会計期間

より連結の範囲に含めるこ

とにいたしました。 

  

  

  

  

  

  

  

  

(1)連結子会社の数 4社 

主要な連結子会社の名称 

・株式会社バズスタイル 

・投資事業有限責任組合第

２東京マルチメディアフ

ァンド 

・ＴＭＦ３投資事業有限責

任組合中小企業コンテン

ツ制作支援ファンド 

・ユビキャスト匿名組合事

業 

 従来、組合等については 

その財産の持分相当額を出

資金、投資有価証券、営業

出資金及び営業投資有価証

券として計上し、組合等の

営業により獲得した損益の

持分相当額を当期の損益と

して計上しておりました

が、実質的に支配している

組合等についてファンド全

体の資産規模を明確にする

ことが、当社グループの経

営成績、財政状態及びキャ

ッシュ・フローの状況をよ

り適切に開示することにな

るため、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めること

にいたしました。なお、当

期純利益に影響は有りませ

ん。 

    (2) 主要な非連結子会社の

名称 

・ケイジェイ・プロジェク

ト匿名組合事業 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社7社は、い

ずれも小規模会社等であ

り、合計の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰

余金（持分に見合う額）等

は、いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。 

(2) 主要な非連結子会社の

名称 

・ケイジェイ・プロジェク

ト匿名組合事業 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社7社は、い

ずれも小規模会社等であ

り、合計の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰

余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 



 

項目 
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．持分法の適用に関する

事項 

関連会社にはすべて持分法

を適用しております 

(1)持分法適用の関連会社

の数   1社 

(2)会社等の名称 

  株式会社九天社 

(3)前中間連結会計期間に

おいて持分法を適用してい

た株式会社ゾロリ・エンタ

ーテイメントは当中間会計

期間において影響力がなく

なったことにより、関連会

社から除外しております。 

  

(4)投資事業組合等の持分

法の適用に関する取扱い 

投資事業組合等に対する出

資のうち、当社の出資持分

が100分の20以上、100分の

50以下である投資事業組合

が５ファンドありますが、

投資事業組合等の資産、負

債及び収益、費用は出資持

分に応じて各出資者に帰属

する為、投資事業組合等は

関連会社として取扱ってお

りません。 

(1)持分法を適用した非連

結子会社の数  4社 

持分法を適用した関連会社

の数      1社 

主要な会社等の名称 

・ケイジェイ・プロジェク

ト匿名組合事業 

・株式会社九天社 

(2)持分法を適用しない非

連結子会社のうち主要な会

社等の名称 

・株式会社日本デジタルリ

ンク 

・ジェイトス匿名組合事業 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社３社

は、それぞれ中間純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため

であります。 

  

  

  

  

  

1)持分法を適用した非連結

子会社の数  4社 

持分法を適用した関連会社

の数      1社 

主要な会社等の名称 

・ケイジェイ・プロジェク

ト匿名組合事業 

・株式会社九天社 

(2)持分法を適用しない非

連結子会社のうち主要な会

社等の名称 

・株式会社日本デジタルリ

ンク 

・ジェイトス匿名組合事業 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社３社 

は、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため

であります。 

  

  

  

  

  

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項 

 連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致

しております。 

連結子会社のうち、投資

事業有限責任組合第２東京

マルチメディアファンドの

中間決算日は、６月30日で

あります。中間連結財務諸

表の作成にあたっては、同

日現在の中間財務諸表を使

用し、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整

を行っております。 

 また、ユビキャスト匿名

組合事業の中間決算日は12

月31日であります。中間連

結財務諸表の作成にあたっ

ては、中間連結決算日にお

いて仮決算を行っておりま

す。 

連結子会社のうち、投資

事業有限責任組合第２東京

マルチメディアファンドの

決算日は、12月31日であり

ます。連結財務諸表の作成

にあたっては、同日現在の

財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必

要な調整を行っておりま

す。 

 また、ユビキャスト匿名

組合事業の決算日は６月30

日であります。連結財務諸

表の作成にあたっては、連

結決算日において仮決算を

行っております。 



 

項目 
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する

事項 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(1)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(1)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

  ① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  

  

  

時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用

しております。 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法に

より処理し，売却原価は移

動平均法により算定)を採

用しております。 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用して

おります。 

  

  

時価のないもの 

 移動平均法による原価法

を採用しております。 

 なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

への出資（証券取引法第2

条第2項により有価証券と

みなされるもの）について

は、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書等を基礎

とし、持分相当額を純額で

取込む方法によっておりま

す。 

時価のないもの 

同  左 

  

時価のないもの 

同  左 

  ② たな卸資産 ② たな卸資産 ② たな卸資産 

  商品・仕掛品 商品・仕掛品 商品・仕掛品 

   個別法による原価法を採

用しております。 

同  左 同  左 

  (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

  ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

  

  

 定率法を採用しておりま

す。 

同  左 同  左 

  ② 無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採用

しております。 

③長期前払費用 

定額法を採用しておりま

す。 

  

  

② 無形固定資産 

同  左 

  

  

  

  

  

③長期前払費用 

同  左 

② 無形固定資産 

同  左 

  

  

  

  

  

③長期前払費用 

同  左 



 

項目 
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  （3）重要な引当金の計上

基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えて、

一般債権については貸倒実

績率により計上しており、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

（3）重要な引当金の計上

基準 

貸倒引当金 

同  左 

（3）重要な引当金の計上

基準 

貸倒引当金 

同  左 

  （4）重要なリース取引の

処理方法 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

（4）重要なリース取引の

処理方法 

同  左 

（4）重要なリース取引の

処理方法 

同  左 

  （5）重要なヘッジ会計の

方法 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては

特例処理の要件を満たして

おりますので特例処理を採

用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

  金利スワップ 

（ヘッジ対象） 

  借入金の利息 

③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスク

を回避する目的で行なって

おります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理

の要件を満たしているた

め、有効性の判定を省略し

ております。 

（5）重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

同  左 

  

  

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同  左 

  

  

  

③ヘッジ方針 

同  左 

  

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

同  左 

  

  

（5）重要なヘッジ会計の

方法 

①ヘッジ会計の方法 

同  左 

  

  

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同  左 

  

  

  

③ヘッジ方針 

同  左 

  

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

同  左 

  

  

  （6）その他中間連結財務

諸表作成のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ております。 

（6）その他中間連結財務

諸表作成のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

同  左 

（6）その他連結財務諸表

作成のための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

同  左 

  



  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 

項目 
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなってお

ります。 

同  左 同  左 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ありません。 

  

───── 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。これによる損

益に与える影響はありません。 

  

───── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、2,320,332千円であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

  

───── 



表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

営業投資有価証券及び投資有価証券の表示方法 

「投資有価証券の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日よ

り適用となること及び「金融商品会計に関する実務指針」

（会計制度委員会報告第14号）が平成17年2月15日付で改正

されたことに伴い、当中間連結会計期間から投資事業有限

責任組合及びそれに類する組合への出資（証券取引法第2条

第2項により有価証券とみなされる）を、従来の「営業出資

金」、「出資金」から、それぞれ「営業投資有価証券」、

「投資有価証券」として表示しております。 

なお、中間連結貸借対照表、中間連結キャッシュ・フロー

計算書への影響は以下のとおりであります。 

（中間貸借対照表） 

当中間連結会計期間の「営業投資有価証券」「投資有価

証券」に含まれる当該出資の額はそれぞれ1,065,127千円、

787,446千円であり、前中間連結会計期間における「営業出

資金」「出資金」に含まれる当該出資の額はそれぞれ

931,293千円、243,830千円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間の「営業投資有価証券の増減額」に

含まれる当該出資の額は192,256千円であり、前中間連結会

計期間における「営業出資金の減少額」に含まれる当該出

資の額は199,700千円であります。 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間の「投資有価証券の取得による支

出」「投資有価証券の分配による収入」に含まれる当該出

資の額はそれぞれ7,250千円、68,306千円であり、前中間

連結会計期間における「出資金による支出」「出資金の回

収による収入」に含まれる当該出資の額はそれぞれ24,500

千円、19,560千円であります。 

  

───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

───── 

（中間連結貸借対照表） 

「短期貸付金」は、前中間連結会計期間末においては

流動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間連結会計期間末において資産の総額の100分の5を

超えたため区分掲記しました。 

なお、前中間連結会計期間末の「短期貸付金」の金額

は51,500千円であります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は2,312千円です。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は4,559千円です。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は2,835千円です。 

※２．担保資産 

関連会社株式会社九天社の金融

機関からの借入金に対し、定期預

金120,000千円を担保として差し

入れております。 

※２．担保資産 

同  左 

※２．担保資産 

同  左 

※３．当社においては、運転資金の

効率的な調達を行なうため取引

銀行４行と当座貸越契約を締結

しております。 

これらの契約に基づく当中間連

結会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

※３．当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀行

３行と当座貸越契約を締結してお

ります。 

これらの契約に基づく当中間連

結会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

※３．当社においては、運転資金の

効率的な調達を行なうため取引銀

行４行と当座貸越契約を締結して

おります。 

これらの契約に基づく当連結会

計年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

当座貸越限度額 700,000千円

借入実行残高 650,000千円

差引額 50,000千円

当座貸越限度額 400,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 200,000千円

当座貸越限度額 1,000,000千円

借入実行残高 900,000千円

差引額 100,000千円

４．   ───── 

  

  

  

４．偶発債務（保証債務） 

下記の取引先の特定プログラムの

権利に対する債務について保証を

行っております。 

株式会社メビウス 58,368千円 

 ４．   ───── 



（中間連結損益計算書関係） 

  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．売上原価には、営業投資有価

証券から生じた費用の金額が 

36,532千円含まれております。 

※１．売上原価には、営業投資有価

証券から生じた費用の金額が 

116,636千円含まれております。 

※１．売上原価には、営業投資有価

証券から生じた費用の金額が

221,760 千円含まれております。 

※２．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額はつぎの通

りであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額はつぎの通り

であります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額はつぎの通り

であります。 
  

  

支払手数料 94,198千円

従業員給与手当 81,580千円

役員報酬  39,400千円

貸倒引当金繰入額 1,890千円

  
支払手数料 55,667千円

従業員給与手当 88,854千円

役員報酬 36,450千円

貸倒引当金繰入額 692千円

広告宣伝費 68,929千円

減価償却費 57,360千円

  

支払手数料 181,049千円

従業員給与手当 167,018千円

役員報酬 76,100千円

貸倒引当金繰入額 4,069千円

※３．   ───── 

  

  

※３．減損損失 

  当中間連結会計期間において、

当社グループは以下の資産につい

て減損損失を計上しました。 

  当社グループは事業用資産につ

いて、当社グループ全体を一つの

資産グループとしてグルーピング

を行い、遊休資産については、

個々の資産ごとにグルーピングを

行っております。 

その結果、今後の利用見込みが

低下したため遊休となったソフト

ウェアについて、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額

461,149千円を減損損失として特別

損失に計上しております。 

なお、遊休資産の回収可能価額

は、正味売却価額により測定して

おり、売却や転用が困難であるこ

とから備忘価額としております。 

場所 用途 種類 

本社(東京

都港区） 
遊休資産 

ソフト 

ウェア 

ユビキャ

スト匿名

組合事業

（東京都

新宿区） 

遊休資産 
ソフト 

ウェア 

※３．   ───── 

  



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月1日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．平成17年11月25日決議第三者割当による新株予約権の目的となる株式数は、以下の算式により算出しました。 

２．平成17年11月25日決議第三者割当による新株予約権の当期増加は、行使価額が76,122円から60,900円に修正されたためで

あります。 

  
３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

  前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間 

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間 

期末株式数（株） 

発行済株式 

普通株式 
208,041.28 － － 208,041.28 

自己株式 

普通株式 
18.28 － － 18.28 

内訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の 

種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連結 

会計期間 

期末残高 

（千円） 

摘要 前連結会計 

年度末 

株式数 

当中間連結 

会計期間 

増加株式数 

当中間連結 

会計期間 

減少株式数 

当中間連結 

会計期間 

期末株式数 

平成17年11月25日決

議第三者割当による

新株予約権 

普通株式 32,843 8,208 － 41,051 20,000 
注１ 

注２ 

  
株式数＝ 

新株予約権の個数（100個）×25,000,000円 

修正行使価額（行使決定日直前の、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引における

５連続取引日の終値の平均値の90％に相当する金額。但し、修正行使価額が60,900円を下回る

場合には、60,900円とする。） 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

追加情報 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

  

現金及び預金勘定 448,506千円

現金及び現金同等物 448,506千円

現金及び預金勘定 739,068千円

拘束性預金 △120,000千円

現金及び現金同等物 619,068千円

現金及び預金勘定 1,075,968千円

拘束性預金 △120,000千円

現金及び現金同等物 955,968千円

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  

───── 

  

───── 

当社は、平成18年５月25日開催

の取締役会において当社の従業員

に対し、会社法第236条、第238条

及び第239条の規程に基づきスト

ックオプションとして新株予約権

を付与することを平成18年６月22

日開催予定の定時株主総会の議案

とすることを決議しておりました

が、平成18年6月19日開催の取締

役会決議に基づき、当該議案を撤

回致しました。 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 
  

  

取得価

額相当

額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

中間期

末残高

相当額 

(千円) 

工具器

具備品 
28,339 13,372 14,967 

合計 28,339 13,372 14,967 

  

  

取得価

額相当

額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

中間期

末残高

相当額 

(千円) 

工具器

具備品 
10,281 5,328 4,952 

合計 10,281 5,328 4,952 

  

取得価

額相当

額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

期末残

高相当

額 

(千円) 

工具器

具備品 
16,093 9,814 6,278 

合計 16,093 9,814 6,278 

２．未経過リース料中間期末残高

相当額 

２．未経過リース料中間期末残高

相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 5,460千円 

  (4,605千円)

１年超 9,895千円 

  (3,454千円)

合計 15,356千円 

  (8,059千円)

  

１年内 7,768千円 

１年超 5,552千円 

合計 13,320千円 

  

１年内 8,995千円 

１年超 8,894千円 

合計 17,889千円 

(注)上記の( )内書は、転貸リースに

係る未経過リース料期末残高相当額

であります。 

    

３．支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 3,546千円

減価償却費相当額 2,999千円

支払利息相当額 368千円

支払リース料 1,437千円

減価償却費相当額 1,326千円

支払利息相当額 102千円

支払リース料 3,721千円

減価償却費相当額 3,426千円

支払利息相当額 292千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

同左 

  

  

  

（貸主側） 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

  １年以内      5,706千円 

  １年超       3,018千円 

合計        8,725千円 

（注）上記はすべて転貸リース取引

に係る貸主側の未経過リース料中間

期末残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリースし

ているので、ほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料中間期末

残高相当額に含まれております。 

同左 

  

  

  

（貸主側） 

 未経過リース料期末残高相当額 

  １年以内      7,047千円 

  １年超       4,997千円 

合計        12,044千円 

（注）上記はすべて転貸リース取引に

係る貸主側の未経過リース料期末残高

相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおおむ

ね同一の条件で第三者にリースしてい

るので、ほぼ同額の残高が上記の借主

側の未経過リース料期末残高相当額に

含まれております。 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．その他有価証券で時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 

  取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

その他（証券投資信託） 5,150 4,134 △1,016

合計 5,150 4,134 △1,016

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)非上場株式 147,900  

(2)匿名組合出資金 1,852,573 

(3)その他 1,100 

合計 2,001,573 

  取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

その他（証券投資信託） 5,150 4,418 △732

合計 5,150 4,418 △732

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 155,942 

匿名組合出資金 417,223 

合計 573,165 



前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

 該当事項はありません。 

     なお、金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので注記の対象から除いて

おります。 

  

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

 該当事項はありません。 

     なお、金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので注記の対象から除いて

おります。 

  

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

     なお、金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので注記の対象から除いて

おります。 

  

  

  取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

その他（証券投資信託） 5,150 4,817 △333

合計 5,150 4,817 △333

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

  非上場株式 142,900 

 匿名組合出資金 760,812 

合計 903,712 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）において、デジタルコンテンツ業界におけ

る広範かつ多種多様なアレンジメント業務（制作企画への投資、事業化に対するビジネス構造の構築・流通・配信等

の支援、著作権等の知的財産の管理・評価・資金調達のスキーム作り）を主としたデジタルコンテンツ・アレンジメ

ント事業の売上高及び営業利益（損失）の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益（損失）の金額の合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため事業の種類別セグメントの記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．当中間連結会計期間よりセグメントについて、「信託事業」を主事業と位置付けるとともに、「デジタルコンテンツ・アレンジメント事

業」を「兼業事業」に呼称変更いたしました。 

３．各区分の主な事業内容 

(1) 信託事業 

著作権等の知的財産権をはじめ、金銭、金銭債権、有価証券、動産を対象とする信託業務を行っております。 

(2) 兼業事業 

デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務を行っております。投資事業有限責任組合第２東京マルチ

メディアファンド、TMF３投資事業有限責任組合中小企業コンテンツ制作支援ファンドにおいては、デジタルコンテンツの製作プロ

ジェクトに投資するファンドの運営を行なっております。 

(3)その他の事業 

デジタルAV家電の企画・販売業務等のハードウェアセールス事業を行っております。 

４．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（74,483千円）の主なものは、親会社の総務部門等管理部門に係る費

用であります。 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な事業内容 

(1）デジタルコンテンツ・アレンジメント事業 

デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務を行っております。 

(2）信託事業 

著作権等の知的財産権をはじめ、金銭を対象とする信託業務を行っております。 

(3)その他の事業 

  
信託事業 
（千円） 

兼業事業
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高及び営業損益   

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 310,853 234,583 2,172 547,608 － 547,608

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 310,853 234,583 2,172 547,608 － 547,608

営業費用 113,535 615,768 9,361 738,664 74,483 813,147

営業利益又は営業損失（△） 197,318 △381,185 △7,189 △191,056 (74,483) △265,539

  

デジタルコ
ンテンツ・
アレンジメ
ント事業 
（千円） 

信託事業
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 1,281,082 223,691 21,707 1,526,481 － 1,526,481

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 1,281,082 223,691 21,707 1,526,481 － 1,526,481

営業費用 1,874,925 131,766 42,660 2,049,351 92,697 2,142,049

営業利益又は営業損失（△） △593,843 91,925 △20,953 △522,870 (92,697) △615,568



連結子会社株式会社バズスタイルは、デジタルAV家電の企画・販売業務等のハードウェアセールス事業を行っております。 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（92,697千円）の主なものは、親会社の総務部門等管理部門に係る費用

であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

  



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

  海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．上記区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

東南アジア……マレーシア 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

 

  東南アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 180,000 180,000 

Ⅱ 連結売上高（千円） 547,608 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

32.9 32.9 



（１株当たり情報） 

  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 20,710円94銭

１株当たり中間純損
失金額 

 5,135円10銭

  
１株当たり純資産額 11,154円21銭

１株当たり中間純損
失金額 

4,791円13銭

１株当たり純資産額 15,947円26銭

１株当たり当期純損
失金額 

3,652円00銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当た

り中間純損失が計上されているため

記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当た

り中間純損失が計上されているため

記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、１株当た

り当期純損失が計上されているため

記載しておりません。 

   当社は平成17年11月18日付で１株

を２株とする株式分割を行っており

ます。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前中間連結

会計期間における１株当たり情報に

ついては、以下のとおりとなりま

す。 

 また、当社は平成17年11月18日付

で１株を２株とする株式分割を行っ

ております。 

  
  
１株当たり純資産額 10,355円47銭

１株当たり中間純損
失金額 

2,567円55銭

  

   なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失が計上されているた

め記載しておりません。 

  



（注）１．１株当たり中間（当期）純損失額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間（当期）純損失（千円） 456,586 996,665 677,050 

普通株主に帰属しない金額 
（千円） 

－ － － 

普通株式に係る中間（当期）純
損失（千円） 

456,586 996,665 677,050 

期中平均株式数 88,914株 208,023株 185,391.50株 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

2008年9月30日満期円貨

建転換社債型新株予約権

付社債（額面総額100百

万円） 

  

第３回新株予約権（スト

ックオプション） 

平成14年６月20日定時株

主総会決議（予約権の数

240個） 

  

第４回新株予約権（スト

ックオプション） 

平成15年６月19日定時株

主総会決議（予約権の数

655個） 

  

第５回新株予約権（スト

ックオプション） 

平成16年６月17日定時株

主総会決議（予約権の数

870個） 

  

第６回新株予約権（スト

ックオプション） 

平成17年６月23日定時株

主総会決議（予約権の数

845個） 

  

－ 

－ 

  

  

  

  

第３回新株予約権（スト

ックオプション） 

平成14年６月20日定時株

主総会決議（予約権の数

480個） 

  

第４回新株予約権（スト

ックオプション） 

平成15年６月19日定時株

主総会決議(予約権の数

1,090個) 

  

第５回新株予約権（スト

ックオプション） 

平成16年６月17日定時株

主総会決議(予約権の数

1,530個) 

  

第６回新株予約権（スト

ックオプション） 

平成17年６月23日定時株

主総会決議(予約権の数

1,470個) 

  

第三者割当による新株予

約権 

平成17年11月25日取締役

会決議（予約権の数100

個） 

－ 

  

  

  

  

第３回新株予約権（スト

ックオプション） 

平成14年６月20日定時株

主総会決議（予約権の数

480個） 

  

第４回新株予約権（スト

ックオプション） 

平成15年６月19日定時株

主総会決議(予約権の数

1,090個) 

  

第５回新株予約権（スト

ックオプション） 

平成16年６月17日定時株

主総会決議(予約権の数

1,560個) 

  

第６回新株予約権（スト

ックオプション） 

平成17年６月23日定時株

主総会決議(予約権の数

1,560個) 

  

第三者割当による新株予

約権 

平成17年11月25日取締役

会決議（予約権の数100

個） 

  なお、これらの詳細につ

いては、第４「提出会社

の状況」１「株式等の状

況」(２)「新株予約権等

の状況」に記載のとおり

であります。 

なお、これらの詳細につ

いては、第４「提出会社

の状況」１「株式等の状

況」(２)「新株予約権等

の状況」に記載のとおり

であります。 

なお、これらの詳細につ

いては、第４「提出会社

の状況」１「株式等の状

況」(２)「新株予約権等

の状況」に記載のとおり

であります。 



（重要な後発事象） 

  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．転換社債型新株予約権付社債の

権利行使について当中間連結会計期

間終了後、当社において平成17年10

月1日から平成17年11月25日までに

転換社債型新株予約権付社債の権利

行使による新株への転換が行なわれ

ました。その概要は次のとおりであ

ります。 

(1)転換社債型新株予約権付社債の

減少         100,000千円 

(2)資本金の増加額 

50,000千円 

(3)資本準備金の増加額 

50,000千円 

(4)増加した株式の種類及び株数 

普通株式     1,941.74株 

(5)新株の配当起算日 

  平成17年10月1日 

      

───── 

  

───── 



  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．平成17年９月５日開催の当社取

締役の決議に基づき、次のように株

式分割による新株式を発行しており

ます。 

(1)分割により増加する株式数 

 普通株式   93,429.77株 

(2)分割方法 

平成17年９月30日（金曜日）最終

の株主名簿および実質株主名簿に記

載または記録された株主の所有株式

数を１株につき２株の割合をもって

分割します。 

(3)日程 

・株式分割基準日 

  平成17年９月30日 

・効力発生日・新株式交付日 

  平成17年11月18日 

(4)配当起算日 

  平成17年10月１日 

当該株式分割が前期首に行なわれた

と仮定した場合の前中間連結会計期

間及び前連結会計年度における1株

当たり情報並びに当期首に行なわれ

たと仮定した場合の当中間連結会計

期間における1株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりとなります。 

前中間連結

会計期間 

当中間連結

会計期間 

前連結会計

年度 

1株当たり

純資産額 

5,338円 

41銭 

1株当たり

中間純損

失金額 

2,959円 

  18銭 

  

1株当たり

純資産額 

10,355円 

47銭 

1株当たり

中間純損

失金額 

2,567円 

  55銭 

  

1株当たり

純資産額 

4,683円

20銭

1株当たり

当期純損

失金額 

3,833円

21銭

  

  

───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

───── 



 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．平成17年11月25日開催の当社取

締役会において第三者割当による新

株予約権の発行及びコミットメント

ライン契約の締結について決議して

おります。  

ⅰ．新株予約権の発行 

内容は、以下のとおりであります。 

(1)新株予約権の数  160個 

(2)新株予約権の行使により発行さ

れる金額（株数） 

・新株予約権1個当たり25百万円 

 総額4,000百万円 

・行使により発行される株数は25百

万円を行使価格で除した数 

(3)当初の行使価額 

121,800円(11／24終値116,000円×

1.05) 

(4)行使価格の修正 

 毎週金曜日実施。月曜日～金曜日

の終値平均値の90％に上下修正。な

お、下限の行使価格は当初行使価額

の50％の60,900円とする。 

(5)行使請求期間 

平成17年12月14日～平成19年６月13

日 

(6)譲渡制限 

 取締役会の承認を要する。 

(7)割当先 

 日興シティグループ証券株式会社 

(8)新株予約権の発行価額 

 １個当たり125,000円 

  （総額20百万円） 

(9)払込期日 平成17年12月12日 

ⅱ．コミットメントライン契約の締

結 

本新株予約権の行使により機動的

に資金調達を行なうことを目的とし

て、本新株予約権の割当先である日

興シティグループ証券株式会社と以

下の内容のコミットメントライン契

約を締結しております。 

(1)予約権の行使 

・当社は予約権の行使の指示を日興

シティグループ証券株式会社に対し

て行なう。 

・日興シティグループ証券株式会社

は20取引日目の日までに権利行使を

おこなう。 

  

───── 

  

───── 



 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

・日興シティグループ証券株式会社

は当社の指示がない限り、権利行使

は行なわない。但し、日興シティグ

ループ証券株式会社より権利行使の

希望があり、当社がそれを承諾した

場合に限り行使できるものとする。

但し、当社が承諾した日から起算し

て６営業日までに行使するものとす

る。 

(2)１回に行使できる予約権の数・

行使される金額 

20個  金額500百万円までとす

る。 

(3)行使の制限 

①行使金額の制限 

 新株予約権の行使価額が当初の行

使価額である121,800円の60％であ

る73,080円を下回った場合には、当

社は行使の指示を行なうことができ

ない。 

②期間の制限 

 権利行使を通知した翌日から、20

取引日目または、その行使指示によ

って新株予約権がすべて行使された

日のいずれか早い方の日までは当社

は、次の権利行使の指示を行なうこ

とができない。 

③重要事実等の発生 

 業務等に関して、重要事実（イン

サイダー情報）がある場合や当社及

び関係会社の財政状態や経営成績に

重大な悪影響を及ぼす事態が発生し

た場合、権利行使ができない。 

(4)権利行使最終の１ヶ月間の取扱

い。 

・当社は、平成19年５月10日以降、

権利行使は出来ない。 

・日興シティグループ証券株式会社

は、平成19年５月11日から平成19年

６月13日までの間、今までの新株予

約権の権利行使が32個(金額800百万

円)に達していない場合、32個に達

するまで自由に権利行使できる。 

    



  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(5)コミットメントフィー 

本新株予約権の行使請求期間内に

おいて、当社の権利行使指示により

日興シティグループ証券株式会社が

本新株予約権の権利行使義務を負う

ことの対価として、当社は日興シテ

ィグループ証券株式会社に、新株予

約権１個あたり104,000円（総額

16,640,000円）を支払うものとす

る。 

    



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  

 

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）            

Ⅰ 流動資産            

１ 現金及び預金 ※４ 444,396   195,401   430,606   

２ 売掛金   133,562   480,595   825,754   

３ 信託未収収益   －   12,844   －   

４ 営業投資有価証券   1,065,127   970,430   1,039,545   

５ たな卸資産   279,390   125,654   236,200   

６ 短期貸付金   64,000   1,237,220   1,515,920   

７ 前払費用   6,453   7,277   20,124   

８ その他 ※２ 93,252   119,875   40,840   

貸倒引当金   △1,890   △5,262   △4,069   

流動資産合計    2,084,293 60.3  3,144,035 87.3  4,104,923 77.0 

Ⅱ 固定資産            

１ 有形固定資産 ※１ 1,762   3,338   3,372   

２ 無形固定資産            

 (1)ソフトウェア   172,490   15,590   146,114   

 (2)その他   1,630   1,758   1,833   

無形固定資産合計   174,120   17,348   147,948   

３ 投資その他の資産            

(1)投資有価証券   998,580   222,161   854,724   

(2)出資金   92,295   97,100   94,807   

(3)その他   107,064   115,614   119,718   

貸倒引当金   △9,243   △8,742   △9,243   

投資その他の資産合計   1,188,697   426,133   1,060,007   

固定資産合計    1,364,580 39.5  446,820 12.4  1,211,328 22.7 

Ⅲ 繰延資産    7,658 0.2  9,112 0.3  13,517 0.3 

資産合計    3,456,532 100.0  3,599,968 100.0  5,329,769 100.0 

             



  

 

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）            

Ⅰ 流動負債            

１ 買掛金   89,524   48,119   312,482   

２ 短期借入金 ※３ 812,500   770,000   1,150,000   

３ １年以内返済予定 

  長期借入金 
  33,200   －   25,300   

４ 未払金   17,459   24,022   45,057   

５ 未払法人税等   3,460   5,155   9,068   

６ 預り金   4,491   7,347   7,180   

７ 組合出資預り金   90,670   39,600   51,647   

８ その他 ※２ 5,778   13,789   29,135    

流動負債合計    1,057,083 30.6  908,033 25.3  1,629,873 30.6 

Ⅱ 固定負債            

１ 長期借入金   308,700   300,000   300,000   

２ 社債   100,000   －   －   

３ 新株予約権   －   －   20,000   

固定負債合計    408,700 11.8  300,000 8.3  320,000 6.0 

負債合計    1,465,783 42.4  1,208,033 33.6  1,949,873 36.6 



  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資本の部）            

Ⅰ 資本金    1,471,692 42.6  － －  2,272,911 42.6

Ⅱ 資本剰余金          
  

  
 

資本準備金   1,383,292   －   2,184,511   

資本剰余金合計    1,383,292 40.0  － －  2,184,511 41.0

Ⅲ 利益剰余金            

  中間（当期）未処理損

失 
  861,277    －   1,075,155 

  

  
 

利益剰余金合計    △861,277 △24.9  － －  △1,075,155 △20.2

Ⅳ その他有価証券評価差

額金 
   △1,016 △0.0  － －  △333 △0.0

Ⅴ 自己株式    △1,943 △0.1  － －  △2,038 △0.0

資本合計    1,990,748 57.6  － －  3,379,895 63.4

負債資本合計    3,456,532 100.0  － －  5,329,769 100.0

             

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本            

 １ 資本金    － －  2,272,911 63.1  － －

２ 資本剰余金            

 (1)資本準備金   －   2,184,511   －   

  資本剰余金合計    － －  2,184,511 60.7  － －

３ 利益剰余金            

 (1)その他利益剰余金            

   繰越利益剰余金   －   △2,082,717   －   

  利益剰余金合計    － －  △2,082,717 △57.8  － －

 ４ 自己株式    －   △2,038 △0.1  －  

  株主資本合計    － －  2,372,666 65.9  － －

Ⅱ 評価・換算差額等            

 １ その他有価証券評

価差額金 
   －   △732   －  

 評価・換算差額等合計    － －  △732 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権    － －  20,000 0.5  － －

純資産合計    － －  2,391,934 66.4  － －

負債純資産合計    － －  3,599,968 100.0  － －

             



②【中間損益計算書】 

  

  

    

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高    353,870 100.0  560,981 100.0  1,498,265 100.0

Ⅱ 売上原価    550,018 155.4  410,008 73.1  1,376,494 91.9

売上総利益又は総損失

（損失は△） 
   △196,147 △55.4  150,973 26.9  121,770 8.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※4  319,643 90.4  347,249 61.9  626,121 41.8

営業損失    515,791 △145.8  196,276 △35.0  504,350 △33.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  92,617 26.3  6,473 1.2  8,006 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  15,745 4.5  67,054 12.0  155,977 10.4

経常損失    438,918 △124.0  256,857 △45.8  652,321 △43.5

Ⅵ 特別損失 ※3,5  － －  750,229 133.7  － －

税引前中間(当期) 

純損失 
   438,918 △124.0  1,007,087 △179.5  652,321 △43.5

法人税、住民税及び事

業税 
  475   475   950   

法人税等調整額   － 475 △0.2 － 475 △0.1 － 950 △0.1

中間(当期)純損失    439,393 △124.2  1,007,562 △179.6  653,271 △43.6

前期繰越損失    421,883   －   421,883  

中間(当期)未処理損失    861,277   －   1,075,155  

             



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

  

  

  次へ 

  株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

その他利益 

剰余金 
利益 

剰余金 

合計 
繰越利益 

剰余金 

平成18年３月31日

残高    (千円) 
2,272,911 2,184,511 2,184,511 △1,075,155 △1,075,155 △2,038 3,380,228

中間会計期間中の

変動額 
       

中間純利益 － － － △1,007,562 △1,007,562 － △1,007,562

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

(純額) 

       

中間会計期間中の

変動額合計 (千円) 
－ － － △1,007,562 △1,007,562 － △1,007,562

平成18年９月30日

残高    (千円) 
2,272,911 2,184,511 2,184,511 △2,082,717 △2,082,717 △2,038 2,372,666

  評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年３月31日

残高    (千円) 
△333 △333 20,000 3,399,895

中間会計期間中の

変動額 
    

中間純利益 － － － △1,007,562

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

(純額) 

△399 △399 － △399

中間会計期間中の

変動額合計 (千円) 
△399 △399 － △1,007,961

平成18年９月30日

残高    (千円) 
△732 △732 20,000 2,391,934



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日） 

  

───── 

当社は、前々期504,166千円、前

期504,350千円、当中間会計期間

196,276千円と大幅な営業損失を計

上しております。 

当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在していま

す。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、

前期より開始した信託業務を事業の

中核として積極的に推進しており、

今後は、信託業務及び関連事業によ

る収益拡大により、利益計上体質へ

の改善を図っていく計画でありま

す。 

 中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成しており、このような疑義

の影響を中間財務諸表には反映して

おりません。 

当社は、前期504,166千円、当期

504,350千円と大幅な営業損失を計

上しております。 

当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在していま

す。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、

当期より開始した信託業務を事業の

中核として、信託スキームを活用し

た新たな金融商品を開発し、信託ス

キームのメリットをアピールするこ

とで受託財産額の積み上げを図り、

信託業務及び関連事業による収益拡

大により、利益計上体質への改善を

目指す計画であります。 

 財務諸表は継続企業を前提として

作成しており、このような疑義の影

響を財務諸表には反映しておりませ

ん。 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日）

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1)有価証券 

子会社及び関連会社株式 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用して

おります。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法

を採用しております。 

なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券と

みなされるもの）について

は、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書等を基礎

とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっており

ます。 

(1)有価証券 

子会社及び関連会社株式 

同 左 

  

その他有価証券 

  時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定)を採用し

ております。 

時価のないもの 

同 左 

  

(1)有価証券 

子会社及び関連会社株式

同 左 

  

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

  

時価のないもの 

同 左 

  

  

  (2)たな卸資産 

商品・仕掛品 

 個別法による原価法を採

用しております。 

(2)たな卸資産 

商品・仕掛品 

同 左 

(2)たな卸資産 

商品・仕掛品 

同 左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1)有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。 

(1)有形固定資産 

同 左 

(1)有形固定資産 

同 左 

  (2)無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間(5年)

に基づく定額法を採用して

おります。 

(2）無形固定資産 

同 左 

(2)無形固定資産 

同 左 

  (3)長期前払費用 

定額法を採用しておりま

す。 

  

  

(3)長期前払費用 

同 左 

(3)長期前払費用 

同 左 



 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日）

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えて、

一般債権については貸倒実

績率により計上しており、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

貸倒引当金 

同 左 

貸倒引当金 

同 左 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

  

同 左 

  

同 左  

５．ヘッジ会計の方法 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

①ヘッジ会計の方法    

金利スワップについては

特例処理の要件を満たして

おりますので特例処理を採

用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

  金利スワップ 

（ヘッジ対象） 

  借入金の利息 

③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスク

を回避する目的で行なって

おります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理

の要件を満たしているた

め、有効性の判定を省略し

ております。 

  

同 左 

  

同 左 

６．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同 左 

消費税等の会計処理 

同 左 

  

  



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。こ

れによる損益に与える影響はありま

せん。 

  

───── 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「固定資産の減損に

係る会計基準」（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成15年10月31日 企業会計基

準適用指針第６号）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  

───── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成 17

年 12 月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成 17 年 12 月９

日 企業会計基準適用指針第８号）を

適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は、2,371,934千円であります。 

中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 

  

───── 



表示方法の変更 

  

追加情報 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

営業投資有価証券及び投資有価証券の表示方法 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97条）が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月

１日より適用となること及び「金融商品会計に関する実

務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月

15日付で改正されたことに伴い、当中間会計期間から投

資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価証券とみなされる）

を、従来の「営業出資金」、「出資金」から、それぞれ

「営業投資有価証券」、「投資有価証券」として表示し

ております。 

なお、当中間会計期間の「営業投資有価証券」「投資

有価証券」に含まれる当該出資の額はそれぞれ1,065,127

千円、787,446千円であり、前中間会計期間における「営

業出資金」「出資金」に含まれる当該出資の額はそれぞ

れ931,293千円、243,830千円であります。 

  

  

───── 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  

───── 

  

───── 

当社は、平成18年５月25日開催の

取締役会において当社の従業員に対

し、会社法第236条、第238条及び第

239条の規程に基づきストックオプシ

ョンとして新株予約権を付与するこ

とを平成18年６月22日開催予定の定

時株主総会の議案とすることを決議

しておりましたが、平成18年６月19

日開催の取締役会決議に基づき、当

該議案を撤回致しました。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

 

前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、2,312千円です。 

  

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、3,611千円です。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、2,835千円です。 

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．   ───── 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

  

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

  

  

  

※３．当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約を締結し

ております。これらの契約に基

づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりでありま

す。 

※３．当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約を締結し

ております。これらの契約に基

づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりでありま

す。 

※３．当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀行

４行と当座貸越契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

  
当座貸越限度額 700,000千円 

借入実行残高 650,000千円 

差引額 50,000千円 

  
当座貸越限度額 400,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 200,000千円

当座貸越限度額 1,000,000千円

借入実行残高  900,000千円

差引額 100,000千円

※４．担保資産 

関連会社株式会社九天社の金

融機関からの借入金に対し、定

期預金120,000千円を担保とし

て差し入れております。 

  

※４．担保資産 

同 左 

  

※４．担保資産 

同 左 

５．   ───── 

  

  

  

５．偶発債務（保証債務） 

下記の取引先の特定プログラムの

権利に対する債務について保証を

行っております。 

株式会社メビウス 58,368千円 

 ５．   ───── 



（中間損益計算書関係） 

  
 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月 1日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月 1日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月 1日 

至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

組合損益分配額  90,312千円 

受取利息      1,946千円 

  

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息     4,703千円 

  

※１．営業外収益のうち主要なもの 

買取債権回収益  1,987千円 

受取利息     5,304千円 

  

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息      12,140千円 

  社債発行費償却    2,051千円 

新株発行費償却    1,503千円 

  

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息      15,836千円 

 社債発行費償却   2,051千円 

  新株発行費償却   2,353千円 

匿名組合損益分配額 46,021千円 

  

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息      27,509千円 

社債発行費償却   4,103千円 

新株発行費償却   7,713千円 

匿名組合損益分配額 84,855千円 

支払手数料     25,790千円 

  

※３．   ───── 

  

  

※３．特別損失のうち主要なもの 

 関係会社株式評価損  28,000千円 

投資有価証券評価損 525,439千円 

たな卸資産評価損   77,308千円 

減損損失      119,482千円 

※３．   ───── 

  

※４．減価償却実施額 

  有形固定資産     442千円 

  無形固定資産   26,433千円 

  

※４．減価償却実施額 

有形固定資産    776千円 

無形固定資産   27,107千円 

※４．減価償却実施額 

有形固定資産   1,063千円 

  無形固定資産   52,878千円 

※５．   ───── 

  

※５．減損損失 

  当中間会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失を

計上しました。 

  当社は事業用資産について、当

社全体を一つの資産グループとし

てグルーピングを行い、遊休資産

については、個々の資産ごとにグ

ルーピングを行っております。 

その結果、今後の利用見込みが低

下したため遊休となったソフトウェ

アについて、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額119,482

千円を減損損失として特別損失に計

上しております。 

なお、遊休資産の回収可能価額

は、正味売却価額により測定して

おり、売却や転用が困難であるこ

とから備忘価額としております。 

場所 用途 種類 

本社(東京
都港区） 

遊休資産
ソフト
ウェア 

※５．   ───── 

  



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

  

  

  次へ 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間期末 

普通株式（株） 18.28 － － 18.28 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残高

相当額 
  

  

取得価

額相当

額 

(千円) 

減価償

却累計

額相当

額 

(千円) 

中間期

末残高

相当額 

(千円) 

工具器

具備品 
28,339 13,372 14,967 

合計 28,339 13,372 14,967 

  

  

取得価

額相当

額 

(千円) 

減価償

却累計

額相当

額 

(千円) 

中間期

末残高

相当額 

(千円) 

工具器

具備品 
10,281 5,328 4,952 

合計 10,281 5,328 4,952 

  

取得価

額相当

額 

(千円) 

減価償

却累計

額相当

額 

(千円) 

期末残

高相当

額 

(千円) 

工具器

具備品 
16,093 9,814 6,278 

合計 16,093 9,814 6,278 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内   5,460千円 

  (4,605千円)

１年超  9,895千円 

  (3,454千円)

合計  15,356千円 

   (8,059千円)

  

１年内 7,768千円 

１年超 5,552千円 

合計 13,320千円 

  

１年内 8,995千円 

１年超 8,894千円 

合計 17,889千円 

(注)上記の( )内書は、転貸リースに

係る未経過リース料期末残高相当額

であります。 

    

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 3,546千円

減価償却費相当額 2,996千円

支払利息相当額 368千円

支払リース料 1,437千円

減価償却費相当額 1,326千円

支払利息相当額 102千円

支払リース料 3,721千円

減価償却費相当額 3,426千円

支払利息相当額 292千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 

       同左        同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

       同左 

（貸主側） 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

  １年以内      5,706千円 

  １年超       3,018千円 

合計        8,725千円 

（注）上記はすべて転貸リース取引

に係る貸主側の未経過リース料中間

期末残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリースし

ているので、ほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料中間期末

残高相当額に含まれております。 

       同左 

（貸主側） 

 未経過リース料期末残高相当額 

  １年以内      7,047千円 

  １年超       4,997千円 

合計        12,044千円 

（注）上記はすべて転貸リース取引

に係る貸主側の未経過リース料期末

残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリースし

ているので、ほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料期末残高

相当額に含まれております。 



（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。  

  

（１株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

 



（重要な後発事象） 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．転換社債型新株予約権付社債の権利行

使について当中間会計期間終了後、当社に

おいて平成17年10月１日から平成17年11月

25日までに転換社債型新株予約権付社債の

権利行使による新株への転換が行われまし

た。その概要は次のとおりであります。 

(1)転換社債型新株予約権付社債の減少  

100,000千円 

(2)資本金の増加額 

           50,000千円 

(3)資本準備金の増加額 

50,000千円 

(4)増加した株式の種類及び株数 

普通株式  1,941.74株 

(5)新株の配当起算日 

        平成17年10月1日 

２.平成17年９月５日開催の当社取締役会

の決議に基づき、次のように株式分割によ

る新株式を発行しております。 

(1)分割により増加する株式数 

  普通株式    93,429.77株 

(2)分割方法 

 平成17年９月30日（金曜日）最終の株主

名簿および実質株主名簿に記載または記録

された株主の所有株式数を１株につき２株

の割合をもって分割します。 

(3)日程 

・株式分割基準日 

 平成17年９月30日 

・効力発生日・新株式交付日 

       平成17年11月18日 

(4)配当起算日 

  平成17年10月１日 

  

───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

───── 

     

───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

───── 



 

前中間会計期間 
（自 平成17年4月 1日 
 至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
  至 平成18年3月31日） 

３．平成17年11月25日開催の当社取締役会

において第三者割当による新株予約権の発

行及びコミットメントライン契約の締結に

ついて決議しております。  

ⅰ．新株予約権の発行 

内容は、以下のとおりであります。 

(1)新株予約権の数  160個 

(2)新株予約権の行使により発行される金

額（株数） 

・新株予約権1個当たり25百万円 

 総額4,000百万円 

・行使により発行される株数は25百万円

を行使価格で除した数 

(3)当初の行使価額 

121,800円(11／24終値116,000円×1.05) 

(4)行使価格の修正 

 毎週金曜日実施。月曜日～金曜日の終

値平均値の90％に上下修正。なお、下限

の行使価格は当初行使価額の50％の

60,900円とする。 

(5)行使請求期間 

平成17年12月14日～平成19年６月13日 

(6)譲渡制限 

 取締役会の承認を要する。 

(7)割当先 

 日興シティグループ証券株式会社 

(8)新株予約権の発行価額 

 １個当たり125,000円 

  （総額20百万円） 

(9)払込期日 平成17年12月12日 

ⅱ．コミットメントライン契約の締結 

本新株予約権の行使により機動的に資

金調達を行なうことを目的として、本新

株予約権の割当先である日興シティグル

ープ証券株式会社と以下の内容のコミッ

トメントライン契約を締結しておりま

す。 

(1)予約権の行使 

・当社は予約権の行使の指示を日興シテ

ィグループ証券株式会社に対して行な

う。 

・日興シティグループ証券株式会社は20

取引日目の日までに権利行使をおこな

う。 

・日興シティグループ証券株式会社は当

社の指示がない限り、権利行使は行なわ 

  

───── 

  

───── 



  

  

前中間会計期間 
（自 平成17年4月 1日 
  至 平成17年9月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年4月 1日 
  至 平成18年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
  至 平成18年3月31日） 

ない。但し、日興シティグループ証券株

式会社より権利行使の希望があり、当社

がそれを承諾した場合に限り行使できる

ものとする。但し、当社が承諾した日か

ら起算して６営業日までに行使するもの

とする。 

(2)１回に行使できる予約権の数・行使さ

れる金額 

20個  金額500百万円までとする。 

(3)行使の制限 

①行使金額の制限 

 新株予約権の行使価額が当初の行使価

額である121,800円の60％である73,080円

を下回った場合には、当社は行使の指示

を行なうことができない。 

②期間の制限 

 権利行使を通知した翌日から、20取引

日目または、その行使指示によって新株

予約権がすべて行使された日のいずれか

早い方の日までは当社は、次の権利行使

の指示を行なうことができない。 

③重要事実等の発生 

 業務等に関して、重要事実（インサイ

ダー情報）がある場合や当社及び関係会

社の財政状態や経営成績に重大な悪影響

を及ぼす事態が発生した場合、権利行使

ができない。 

(4)権利行使最終の１ヶ月間の取扱い。 

・当社は、平成19年５月10日以降、権利

行使は出来ない。 

・日興シティグループ証券株式会社は、

平成19年５月11日から平成19年６月13日

までの間、今までの新株予約権の権利行

使が32個(金額800百万円)に達していない

場合、32個に達するまで自由に権利行使

できる。 

(5)コミットメントフィー 

本新株予約権の行使請求期間内におい

て、当社の権利行使指示により日興シテ

ィグループ証券株式会社が本新株予約権

の権利行使義務を負うことの対価とし

て、当社は日興シティグループ証券株式

会社に、新株予約権１個あたり104,000円

（総額16,640,000円）を支払うものとす

る。 

    



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  



第６【提出会社の参考情報】 
  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

１ 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第11期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月30日関東財務局長に提出。 

２ 臨時報告書 

(1)平成18年６月29日関東財務局長に提出 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。 

(2)平成18年６月29日関東財務局長に提出 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。 

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月26日

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社   

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 髙山 康明  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 岡山 賢治  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 田島 芳朗  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているジ

ャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社（旧社名 株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ）の平成17年４月

１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）

に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連

結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社（旧社名 株式会社ジャパン・デジタル・コンテン

ツ）及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は転換社債型新株予約権付社債の権利行使による新株への転換、平

成17年11月18日を効力発生日とする株式の分割、平成17年12月12日を払込期日とする第三者割当による新株予約権の

発行及びコミットメントライン契約の締結を行った。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月22日

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社   

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 髙山 康明  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 岡山 賢治  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているジ

ャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前々連結会計年度、前連結会計年度及び当中間連結会計期間

において重要な営業損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経

営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要

な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映していない。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月26日

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社   

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 髙山 康明  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 岡山 賢治  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 田島 芳朗  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているジ

ャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社（旧社名 株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ）の平成17年４月

１日から平成18年３月31日までの第11期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）に

係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社（旧社名 株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ）の平

成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は転換社債型新株予約権付社債の権利行使による新株への転換、平

成17年11月18日を効力発生日とする株式の分割、平成17年12月12日を払込期日とする第三者割当による新株予約権の

発行及びコミットメントライン契約の締結を行った。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月22日

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社   

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 髙山 康明  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 岡山 賢治  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているジ

ャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第12期事業年度の中間

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前々期、前期及び当中間会計期間において重要な営業損失を

計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載

されている。中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表に

は反映していない。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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